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第 3 回「今後の中長期的な 厚生労働科学研究の 在り方に関する 専門委員会」 
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[ 配布資料 ] 

資料Ⅰ 検討課題 案 ( たたき台 ) について 

資料 2 一 Ⅰ 厚生労働省所管の 国立試験研究機関 ( 国立医薬品食品衛生研究所、 国立感 

染症研究所、 国立保健医療科学院、 国立社会保障・ 人口問題研究所 ) から 

の意見 

資料 2 一 2  厚生労働省所管のナショナルセンター ( 国立がんセンター、 国立循環器病 

センター、 国立精神・神経センター、 国立国際医療センター、 国立成育 医 

療 センタコ国立長寿医療センタ 一 ) からの意見 
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Ⅰ Ⅰ ⅠⅠ : Il 

今後の中長期的な 厚生労働科学研究の 在り方に関する 専門委員会 

検討課題 案 ( たたき台 ) 

    政策目的の明確化 

資 料 

(1 ) 基本スタンス 
課 題 

0 厚生労働科学研究の 研究目的と厚生労働省の 政策目標とのリンク 第 p3-8 1 、 回配付 資料 4p1 : 資料 、 3 参 

をより明確にするべきではないか。 考 資料 : ト 1. 1 円 

0 文部科学省の 科学技術研究費等の 研究資金との 違いをもっと 鮮明第 1 回配付 : 資料 4 

に 打ち出すべきではないか。 pl 、 参考資料 : 2-6 

0 政策目的や研究費の 性格が 暖味 なことが厚生労働省における 科学第 1 回配付 : 資料 4 

技術政策の基本的方向性や、 研究資金の性質・ 評価の在り方等の pl. 参考資料 :2-2 
研究事業の枠組みにメリハリがないと 指摘される遠因となってい 

ないか。 

0 国民にとって 大局的、 国家的な視点から 取り組むべき 疾患・障害 

等の課題について 確実な政策課題の 解決を図ることが 必要ではな 

いか。 

対応のポイント 

0 厚生労働省の 任務に照らし、 目的志向型研究 (Mission-oriented 第 1 回配付 : 資料 3 

Researe けであ ることが必要なことを 明確化して い くべきではな p3-8 者資料 、 資料 :2-2 4pl 、 参 

いか。 

0 科学的アプローチを 前提としつつも 政策成果への 貢献を重視して 第   1   回配付   : 資料 3 

いくべきではないか。 考 資料 : 2-2 

0 政策 ( 出口 ) から川上に遡る「流れ」を 明確に捕らえた 重点的戦第 1 回配付 : 資料 3 

略 アプローチを 目指すべきではないか。 たとえば政策に 直接関係者資料 p3-8 、 資料 :2-2 4pl 、 参 

しないが確実に 政策の基礎となる 研究は対象とする 一方、 政策と 

の リンクが明確でない 研究は支援しないことを 明確化する必要は 

ないか。 

0 政策 ( 出口 ) が求められる 研究は、 学術的評価の 如何に関わらず、 第 p3-8 1 回配付 、 参考資料 : 資料 :2-2 3 

改善しながらでも 遂行していく 責務があ るのではないか。 
0 成果目標を設定した 戦略的な大規模研究を 実施し、 それ対して重第   1   回配付   : 資料     3 

点 的な資金配分を 行ってはどうか。 料 5 p2 、 参考資料     

2 一 2 
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前回までの蚕具合での 意見 

Ⅰ 行政施策目的にかな う 様な研究を推進すべきではないか。 

Ⅰ 厚生科学研究は 社会・経済を 支える国民ひとりひとりの 健康の増 

遣 することによって 経済を発展させるというミッションではない 

か 。 

Ⅰ 文科省の基礎研究とオーバーラップがあ るのではないか。 

Ⅰ 社会のニーズにあ った研究を行 う ことが大切ではないか。 

● 疾患のアウトカム 研究が大事ではないか。 

総合科学技術会議での 指摘事項 ( 参考資料 : 2-2 p]) 

Ⅰ 政策指向の強い 研究開発を行っているという 性格上、 政策的判断 

による資源配分もあ り得ることから 制度の目的や 採択基準につい 

ては研究者にあ らかじめ明確に 提示することが 重要ではないか。 

Ⅰ 文部科学省の 科学研究費補助金とはその 位置づけを明確に 区別し 

て 運営すべきではないか。 

(2) ライフサイェンス 分野における 厚生労働科学研究の 位置づけ 

課 題 

0 厚生労働科学研究費が 政府のライフサイェンス 戦略にどのように 第   1   回配付 : 資料     3 

組み込まれ、 どのような役割を 果たすのか見えていないのではな 資料 2 図 2 、 参考資 
料 : 2-1 

いか。 

0 社会保障分野等、 自然科学から 離れているために 国民の安心・ 安第 1 回配付資料 4 

全の確保には 重要であ りながら置き 去りにされている 研究分野が pl 
あ るがど う 考えるか。 

対応のポイント 

0 厚生労働科学研究費については 国民の生活を 守る政策に関連する 

研究支援に重点化してはどうか。 
0  関係省庁の政策を 統合的に活用し、 政府全体としてライフサイ ェ 第 p1-3 1 、 回配付 第 2 回配付 : 資料 : 3 

ンス分野の研究を 推進すべきではないか。 そのために他省のスキ 資料 2 図 2 、 参考資 

一ム も 積極的に活用してはどうか。 
料 : 2-6 

0  国民の健康を 守るためのライフサイエンス 分野に関する 統合的な第 1 回配付資料 3 

政府全体の振興戦略を 厚生労働省が 中心となって 策定してはどう p1-3 
か 。 

0  ライフサイェン ス は国民の健康を 確保するための 根幹的政策であ 第 1 回配付 : 資料 3 

り 政府の重点事項として 位置づけられるべきもの。 保健医療の政 
p1 一 3 
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策を所管する 厚生労働省は、 効率的効果的な 政府のライフサイェ 

ンス振興について、 政策成果との 関連から政府内で 中心的な役割 

を担 う ことが必要ではないか。 

前回までの委員会での 意見 

Ⅰ 一般会計以覚にも 見えない部分がたくさんあ り分野全体での 予算 

配分の把握が 困難ななかで 厚生労働科研 費 をどのように 位置づけ 

ていくべきか。 

Ⅰ 全体のバランスの 中で疾病、 健康に関する 研究は厚生労働省が 強 

く推進するのだという 方向性があ っても良いのではないか。 

Ⅰ 労働，福祉分野は 科学に馴染まないがそういう 分野がこれからは 

大事なのではないか。 

総合科学技術会議での 指摘事項 ( 参考資料 : 2-2 p3-4) 

e  分野によっては、 関係各省庁との 連携・調整・ 情報交換を十分に 

行 う 必要があ るのではないか。 

2 研究の枠組みの 見直し 

(1 ) 枠組みの見直し 
課 題 0 研究者の育成や、 事業横断的な 重点課題への 対応がこれまで 不十 第 1 回配付 : 資料 3U りく 

分 ではなかったか。 p3-8 、 資料 4 p1. 参 

考 資料 づ Ⅱ 
0 長期継続的研究課題をより 重点化・効率化するしくみがないため 

資源配分が硬直化していないか。 0 個別研究だけでは 十分な成果が 得られず対策や 政策に結びつきに 第 1 回配付 : 資料 りくり   
ロジェク ト を統合的に実施するなど 戦略的アプローチで 政策に直 

結する成果を 得るべきではないか。 

0 健康にかかる 研究分野では、 例えば健康被害や 安全性に関する 調 

査 苦学術的評価の 如何によらず 必要とされる 研究が存在するので 

はないか。 そしてこのような 研究が同じ競争的資金の 枠組みで 実 

施されているため 制度運用としては 不適切ではないか。 ( 指定型 研 

突 として実施すべきではないか。 ) 0 本体研究と推進事業という 大雑把な枠のなかで、 様々な研究事業第 1 回配付 : 資料 ハくり 

を 個別に運用していることには 問題はないか。 整理すべきではな p3-8 、 資料 4 p1 、 参 

考 資料 1-1 、 2 リ 
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い か。 

対応のポイント 

0 研究事業を例えば①一般 型 、 ②指定型、 ③戦略型、 ④若手育成型、 

に見直してはどうか。 

0 今後、 研究資源全体のⅡ /3 程度は戦略型として、 長期的課題へ 

の対応や大型研究事業の 重点化効率化を 図るスキームとして 活用 

すべきではないか。 

0 本体研究を推進するための 枠組みであ る推進事業については、 集 

約化 ・一体化等により、 その趣旨に照らして 効果的な事業形態に 

見直してはどうか。 

前回までの秀二会での 意見 

Ⅰ 戦略的研究を 推進する必要があ るのではないか。 

Ⅰ 若 い 研究者を育成するシステムが 必要ではないか。 

Ⅰ 人材育成のために、 トレーニンバ・バラント ( 米国 NlH を例に ) 

を 創設してはどうか。 

Ⅰ 各事業の個々の 課題を比較すると 類似したものがあ るがもっと 整 

理すべきではないか。 

Ⅰ 医療を評価する 研究や健康を 改善する研究は 複数の専門家が 協力 

しなければできない 研究が多いが、 それを推進する 様な仕組みは 

考えられないか。 

総合科学技術会議での 指摘ま 項 ( 参考資料 : 2 一 2 Ⅱ -4) 

Ⅰ 公募課題を厳選するなど 研究の焦点を 絞り、 研究グループ 数を減 

らすなどして 集中的に推進する 必要があ るのではないか。 

Ⅰ 課題のマンネリ 化を防ぎ、 類似プロジェクトは 連携ないし統合す 

る 必要があ るのではないか。 

Ⅰ 科学技術的要素の 強 い 課題については、 特に戦略的・ 機動的に資 

金 配分する仕組みが 必要ではないか。 

Ⅰ 政策に沿った 研究を効果的かつ 効率的に推進する 上で、 全部を公 

裏 にする必要はなく、 指定方式で行 う ことも必要ではないか。 

● 海外にも視野を 向けた課題決定が 必要ではないか。 

(2) 研究評価の在り 方 
課 題 

0 総合科学技術会議の 評価は、 ( 競 き的 ) 学術研究としての 視点から 

第 1 回配付 : 資料 りくり 

p3-8 、 資料 4 p1 、 資 

料 5 p2 、 参考資料 : 

2-2 

第 1 回配付 : 資料 3 
p ㌻ 8 、 資料 4 p1 、 参 

考資料 : 1 Ⅱ・ 2-2 

第 1 回配付 : 資料 3 

p4-8 、 資料 4 p1-2 、 

参考資料 : 2-7 、 2-9 
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評価される傾向が 強く、 反面、 厚生労働科学研究の 個別課題が担 

う 政策的意義が 必ずしも充分に 理解されていないのではないか。 

0 総合科学技術会議の 評価が予算査定の 大きな根拠とされる 傾向が第 1 回配付 : 資料 3 

政策的に支障はないか。 
年々強まっているが、 必要不可欠な 事業の継続が 困難となる等、 p4-8 第 2 、 回配付 資料 4p1-2 : 資料 1 、 、 

参考資料 : ㌻ 7 、 2 円 

0  総合科学技術会議の 評価は相対評価の 側面もあ る。 ・従って評価に 

直結した予算査定が 続けば一定割合の 事業について 継続困難にな 

るが、 ( 現実問題として 廃止が困難な 研究を含んでいる ) 保健医療 

分野の行政研究の 評価の在り方としては 馴染まないのではないか。 

対応のポイント 0 学術研究と異なり 現実の政策とリンクする 研究を行う行政研究を 第 1 回配付 : 資料 りくり 

定 とされない様な 対応とすべきではないか。 
評価する以上、 総合科学技術会議の 評価がそのまま 単純に予算 査 p4-8 第 2 、 回配付 資料 4p1-2 : 資料 、 1 、 

参考資料 : 2-7, 2-9 

( ア ) 具体的には総合科学技術会議の 評価と予算査定を 単純に直 

結するのではなく、 「社会的ニーズ」等を 勘案した厚生労働 

省としての政策評価 ( 厚生科学審議会が 重点ヒアリンバ ) 

も総合的に勘案した 資源配分とすべきではないか。 

( イ ) また総合科学技術会議の 評価に際しても 研究事業の廃止を 

前提とするのではなく、 より適切な研究事業に 見直すため 

の具体的な評価となるよ う 、 総合科学技術会議に 対して配 

慮を求めてはどうか。 

0 総合科学技術会議の 評価の結果に 基づき研究事業の 実施の可否を 

決定するのであ ればそのような 枠組み ( 例えばプロジェクト 型 ) 

とそれにふさわしい 課題を設定しその 中から評価により 採否を決 

めてはどうか。 

前回までの委員会での 意見 

Ⅰ 評価法として 研究論文数や 特許 数 以外に健康増進に 貢献している 

かどうかの評価基準の 策定が必要なのではないか。 

Ⅰ 人材の育成や 生命の安全保障の 様な地道な分野が 正当に評価され 

ていないのではないか。 

Ⅰ 厚生労働科学研究を 文科省の科研 費 と同じ様に評価することに 問 

題 がないか。 

(3) 研究課題・分野設定の 在り方 
課 題 

  .5 - 



0  学術的関心や 官民連携、 社会的関心など 時流に乗った 注目分野に第 1 回配付 : 資料 り 0 3 く 

り 注目されず置き 去りにされている 分野があ るのではないか。 
資源が集中する 一方で健康上の 課題として政策的に 重要だがあ ま p4-8 第 2 、 回配付 資料 4p1-2 : 資料 、 1 、 

参考資料 : 2-2, 2-7 、 

0 現在の予算配分方式では、 評価の低い地味な 分野は中長期的に 事 2 一 19 

業継続が困難となるが、 このような分野設定や 課題設定の在り 方 

に 問題はないか。 

対応のポイント 

0  学術的評価やその 時々のトピックスのみにとらわれるのではなく 第 1 回配付 : 資料 3 

政策的な二一 ズを べ ー スに分野や課題を 設定すべきではないか。 第   2   回配付 :       資料   1 、 
参考資料 : 2 づ 、 2 Ⅱ 、 

前回までの委員会での 意見 2 一 9 

Ⅰ 公募してもなかなかアウトプットが 出にくい分野 ( たとえば福祉 

分野 ) をどのように 取り扱っていくべきか。 

Ⅰ 人材の育成や 生命の安全保障の 様な地道な分野が 正当に評価され 

ていないのではないか。 ( 再掲 ) 

● 低い評価を受けている 分野では特に 研究者の育成や 質の向上が必 

要 ではないか。 

Ⅰ 政策上どうしても 必要だが低 い 評価が続く場合、 それに応じて 査 

定 が続くと政策そのものの 継続が困難となるのではないか。 

Ⅰ 評価は低いが 重要な分野については、 研究の枠組みを 変更して 高 

い 評価を受けられる 様にできないか。 

3 研究実施体制の 見直し・強化 

い ) 申請事務・交付事務の 効率化 
課 題 

0  煩雑な事務処理をもっと 簡素化する余地はないか。 第 1 回配付 : 資料 4 

0 全ての申請を 一律に審査処理するため 無駄が多く時間もかかって p2 、 資料 5 p1-2 、 参 

考 資料 : 1-1 、 3-1 ～ 3 
いないか。 

0  資金交付が遅すぎないか。 

対応のポイント 0 標準的な事務処理期間 ( タイムクロック ) の設定による 申請者の第 1 回配付 : 資料 4 

協力推進 や 、 スクリーニンバで 絞り込んだ申請書を 本審査で重点 p2 、 資料 5 p1 、 参考 

資料 : ト 1 、 ㌻ 1 ～ 3 
的に処理する " 二段階審査 " の導入等、 審査事務手順の 効率化を 

検討してはどうか。 

第 1 回配付 : 資料 4 
p2 、 資料 5 p1 、 参考 
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0 電子申請の導入や 審査の電子化とそれに 伴 う 審査事項の見直し 等 

により、 申請・審査事務を 簡素化してはどうか。 

前回までの委員会での 意見 

Ⅰ 予算執行が遅すぎるのではないか。 

+  研究が複数年度にわたる 場合の人件費の 取扱いを容易にするべき 

ではないのか。 

総合科学技術会議での 指摘事項 ( 参考資料 : 2 一 2 p3) 

+  申請業務の電子システム 化を推進すべきではないか。 

第 1 回配付 : 資料 4 

Pl-2 、 資料 5 P1. 参 

考 資料 : ト 1 、 2 り 、 
3-1 ～ 3 

第 1 回配付 : 資料 4 

P ト 2 、 資料 5  P1-2 、 

参考資料 : 1 Ⅱ 、 2 づ 

第 1 回配付 : 資料 4 
P ト 2 、 資料 5 P1-2 、 

参考資料 : 1 Ⅱ 、 2-2 

  

(2) 研究事業管理の 在り方 
課 題 

0 本省が研究事業の 交付及び進捗管理等の 事務まで行うため 交付事 

務処理等が遅れ、 これにより研究事業の 運営に支障が 生じている 

場合があ るのではないか。 

0 がん研究等、 先進的国家プロジェクト 的な分野については、 より 

強力なイニシャティブのもとで 専門的視点と 政策的視点の 両方に 

立脚した対応が 要求されているのではないか。 

対応のポイント 

0 研究分野や課題の 現状及び特徴を 踏まえ、 がんセンタ一等、 外部 

機関への研究費配分事務の 移管を検討・ 実施してはどうか。 

0 研究企画や研究事業評価等を 含めた当該分野の 学術的知見と 行政 

的 ニーズを集約できる 本省以外の組織 (Funding Agency; 以下Ⅰ 

A) で研究費配分事務等の 研究事業運営管理を 行 う べきではない 

か。 

前回までの委員会での 意見 

Ⅰ 研究のインフラをもっと 整備すべきではないか。 

e  目的指向型研究を 推進する場合には、 行政と研究者とが 連携して 

どういうことをやるべきかということについて 話しができる 場が 

必要ではないか。 

● FA 等のシステムを 導入するにあ たり、 日本での社会制度の 違い 

等の諸条件をどのように 整理して い くか。 

Ⅰ 米国や英国以覚の 諸外国 ( フランスやドイツ 等 ) の研究事業制度 

も参者にすべきではないか。 
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総合科学技術会議での 指摘事項 ( 参考資料 : 2-2 p1-4) 

Ⅰ 独立した研究資金配分機関の 早期設置が必要ではないか。 また、 

研究費配分機能の 集約化が必要ではないか。 

Ⅰ 行政職以覚の 研究者のプロバラムオフィサー・プロバラムディレ 

クタ一の配置促進が 必要ではないか。 

  ● 公募の範囲を 拡大する必要があ るのではないか。 

(3) 体制強化・人材育成 
課 題 

0 厚生労働科学研究費に 応募している 研究者は評価委員になれない 第 1 回配付 : 資料 4 

という規定が 評価委員の人材確保を 困難にし、 さらには適切な 評 p2. 資料 5 P1 、 参考 

資料 : ト 1 、 @4 
価 体制の確保が 困難になっているのではないか。 

0  公衆衛生分野を 含む保健医療関係の 研究者 ( 特に大学以覚の 研究 

施設に所属する 者 ) は 必ずしも研究費申請に 精通していないが、 

中長期的な観点からこの 分野の研究者の 育成が必要ではないか。 

0 研究者の年齢構成自体にも 近年変化が生じ、 若手研究者がさらに 

不足する傾向が 生じる等、 研究構造 ( 研究体制 ) の在り方そのも 

のにも変革が 必要になっていくのではないか。 

0  多 施設臨床研究を 実施していくための 体制基盤が弱 い のではない 第 pl 、 1 回配付 資料 5p1 : 資料 、 参考 4 

力 )0 資料 : 2-2 

対応のポイント 0 利害関係のな い ことを署名で 求める等一定の 条件下で評価委員の 第 1 回配付 : 資料 4 

要件を緩和し、 人材育成の観点からも 若い評価委員を 積極的に登 p2 資料 、 資料 :1-, 5p1 、 1-4 、 参考 
片 してはどうか。 

0  研究事務に精通した 事務担当者や 専任のプロバラムオフィサー・ 第 1 回配付 : 資料 4 

プロバラムディレクタ 一の育成のための 研修制度の整備やそうし PI-2 考資料 、 資料 :2-2 5Pl 、 歩 
た 人材の配置が 必要ではないか。 

0 研究者を育成する 観点から、 研究評価結果等のフィードバック 等 、 

教育的配慮が 必要ではないか。 

0 保健医療福祉分野の 研究に関して 国の戦略的拠点であ るナショナ 

ルセンターや 国立試験研究機関のインフラや 人材をもっと 有効に 

活 m すべきではないか。 0 集まった研究データを 統合的に活用し、 高度利用するための 統 第 1 回 昭 七資料 4 

築を支援してはどうか。 
計 ・生物・医学の 専門家によるデータマネージメントセンター 構 pL 資料 、 資料 :2-2 5pl 、 Ⅰ -4 、 参考 

0  間接経費を拡充し、 一定の要件を 満たす場合には 間接経費を本体 第 1 回配付 : 資料 4 
pl り、 参考資料 : 2 Ⅱ 
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研究費の 3 0% を確保するような 対応をしてはどうか。 

前回までの委員会での 意見 

Ⅰ 研究のインフラをもっと 整備すべきではないか。 ( 再掲 ) 

e  公衆衛生大学院を 修了したスペシャリストの 能力を生かすための 

プロジェクトを 創出する必要があ るのではないか。 

Ⅰ 人材育成のために、 トレーニンバ・バラント ( 米国 NlH を例に ) 

を 創設してはどうか。 ( 再掲 ) 

Ⅰ 医療や予防活動を 評価する研究分野の 人材が不足しており、 適切 

に 審査・評価できる 人材を確保することも 困難な状況にあ るので 

はないか。 

Ⅰ 教育的配慮として 審査にも若い 研究者を登用してはどうか。 

● 研究評価の公開は 大事ではないか。 

総合科学技術会議での 指摘事項 ( 参考資料 : 2 一 2 D1-4) 

e  得られた成果を 広く研究者に 提供し、 今後の研究事業推進のため 

に利用して い く必要があ り、 そのための体制整備が 必要ではない 

か 。 

e  集まった研究データを 統合化し高度 利 m するために、 統計・生物・ 

医学の専門家によるデータマネージメントセンターを 構築する 必 

要 があ るのではないか。 

e  実用化段階にあ るテーマは 、 仝 業 との共同研究方式で 行 う 必要が 

あ るのではないか。 

Ⅰ 間接経費は少なくとも 3 0% を確保することが 必要ではないか。 

4 . 透明性・社会的貢献の 重視 

い ) 透明性・説明責任の 確保 
課 題 

0 厚労 科研費の成果や 意義が社会に 十分認知されているとは 言 い難 第 1 回配付 : 資料 4 

い のではないか。 P2 、 資料 5 P1 、 参考 

資料 : ト 1 、 2-2 
0  エフオート管理の 徹底等、 不適切な研究費事務処理等、 研究費 運 

営の不透明感を 払拭する必要があ るのではないか。 

0  不正執行きへの 対応をより明確にする 必要があ るのではないか。 第 p2 、 1 資料 回配付 5p1 : 資料 、 参考 4 

0  個々の研究の 個人情報に対する 配慮は十分か。 資料 : 1-1 、 3 Ⅱ 

対応のポイント 
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0 推進事業の見直しや 成果広報用資料のインターネ、 ッ トホーム ペ一 第 1 回配付 : 資料 4 ジ における公開等により 社会における 認知度を高めるための 音 &  祀資 1 料 、 資 ， 科 ト 5 I 参考 
啓発を推進すべきではないか。 

0 研究のシニアアドバイザー、 顧問等様々な 有識者が無理なく 研究 

に参画できるような 制度的枠組みを 整備してはどうか。 

0  申請者には適正執行をもっと 啓発するとともに 不正執行者に 対し 第 pl 、 1 回配付 参考資料 : 資料 :1-1 、 5 
ては厳格に対処することを 明確化してはどうか。 3 一 4 

0  申請者に個人情報保護法や 各倫理指針を 遵守した研究であ ること 第 1 回配付 : 資料 5 

が 採択の要件となることや 違反者は厳しく 取り扱うことをより 明 
pL 、 参考資料 : 1-1 

確に示してはどうか。 憶 @c(DMfJ, 
e  特定の機関や 人へ研究費が 集中する傾向を 是正する必要はない 

か。 

Ⅰ 研究費の特定機関への 集中が人材の 流動性を阻害し 研究に悪影響 

を及ぼしていないか。 

総合科生壁 術 会堂三亜 指撞 至要 ( 参考資料 : 2 一 2 p2-4) 

0  データベース 等により研究費の 配分やエフォー ト を適切に管理す 

る 必要があ るのではないか。 

● 公募選定に当たっては 内容が類似した 研究に対する 研究者・研究 

費の重複などへの 考慮が必要ではないか。 

(2) 社会的貢献の 重視 
課 題 0 予算獲得や研究事業への 重点的予算配分を 目指すためには、 積極 第 1 回配付 : 資料 4 

的に研究成果を 集積し、 社会に情報還元 ( フィードバック ) する pl-2 、 資料 5 pI 、 参 

考 資料 : 1-1 
ことが不可欠ではないか。 

0 個々の研究事業や 研究者個人に 社会全体への 貢献を求めることは 第 1 回配付 : 資料 4 

困難であ り、 また効果的ではないことから、 事業全体で工夫する pl-2 者資料 、 資料 :1-1 5pl 、 参 
ことが不可欠ではないか。 

対応のポイント 

0 社会貢献の重視を 前面に明示した 研究体制の整備が 必要はないか。 

0 推進事業を積極的に 活用 ( 再掲 ) してはどうか。 0 定期的なプレスリリース 作成やシンポジウム ( 特に戦略型研究と 第 1 回配付 : 資料 4 

関連学会とのタイアップ ) の 積極的な実施を 推進してはどうか。 pl-2 考資料 、 資料 :1-1 5p1 、 2-2 、 参 
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